
船舶事故調査報告書 

 

                                平成２３年１月６日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２２年３月２０日（土） １４時２５分ごろ 

発生場所 長崎県佐世保市錐埼
すいざき

南方沖 針尾港北防波堤灯台から真方位０５４°１,

１５０ｍ付近 

（概位 北緯３３°０３.５′ 東経１２９°４６.７′） 

事故調査の経過  平成２２年３月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

瀬渡船 ｓｔａｂｉｌｉｔｙ
ス タ ビ リ テ ィ

、１.９トン 

 ２９０－２８２１４長崎、個人所有 

 ８.２０ｍ×１.９６ｍ×０.７３ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、８４.５８kＷ、昭和６１年２月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６７歳  

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許 登 録 日 平成５年７月８日 

  免許証交付日 平成２０年２月２５日 

         （平成２５年８月６日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船外機濡損、操舵室・客室ハウス圧壊 

 事故の経過  本船は、佐世保市崎針尾漁港から、大村湾北部の佐世保市横島北岸に釣

客２人を渡して、同漁港に帰港したが、風が強くなってきたので、船長

が、釣客と連絡を取り、早めに帰港させることとし、平成２２年３月２０

日１４時００分ごろ、本船に１人で乗り込んで横島北岸へ向かい、１４時

１５分ごろ、釣客２人を乗せて崎針尾漁港へ向け発進した。 

 

船長は、南南西風が強まり、波高約１～２ｍの海上を崎針尾漁港へ向け

南西進中、左舷船首方から船内に海水が打ち込み始め、速力を約３ノット

まで減速して航行していたところ、波に突っ込むようにして船首部が沈

み、続けて波が打ち込むようになって船内に海水が溜まり、１４時２５分

ごろ、針尾港北防波堤灯台から真方位０５４°１,１５０ｍ付近において、

右舷側に転覆した。 

船長及び釣客２人は、海に飛び込み、転覆した本船につかまったまま、

風波により針尾島の海岸近くまで流され、それぞれ自力で上陸し、船長が

自宅へ連絡して海上保安部への通報を依頼した。 

本船は、漂着した消波ブロック近くに固縛していたところ、波に叩かれ
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全損状態となり、廃船処分された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南南西、風力 ６ 

海象：波高 約１～２ｍ 

事故当時、強風・波浪注意報が発表されていた。 

 その他の事項  船長は、前日の天気予報で、波浪注意報が発表されているのを知ってい

たが、陸地に囲まれた大村湾に影響はないと思っていた。 

波及び風は、事故当日の朝、釣客２人を横島北岸へ磯渡しするときはほ

とんどなかったが、午後から風が強くなり始めた。 

船長は、横島の島影を抜けたあたりから波が高くなり、左舷船首方から

船内に海水が打ち込むようになったため減速して、崎針尾漁港へ航行を続

けた。 

事故当日、大村湾内を航行する高速船は、波浪により午後から欠航して

いた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

 本船は、強風・波浪注意報が発表され、風力６

の南南西風が吹き、波高約１～２ｍとなった錐埼

南方沖を南西進中、波が船首部から続けて打ち込

んで船内に海水が滞留し、転覆したものと考えら

れる。 

船長は、事故当時、佐世保地区には強風・波浪

注意報が発表されたことを知っており、横島の島

影を抜けたあたりから波が高くなり、船内に海水

が打ち込むようになったが、減速したものの、崎

針尾漁港に向けて航行を続けたものと考えられ

る。 

原因 本事故は、本船が錐埼南方沖を南西進中、風力６の南南西からの風と波

を受けながら航行を続けたため、波が船首部から船内に打ち込んで海水が

滞留し、転覆したことにより発生したものと考えられる。 

  

 




